
−1−

第
三
回
長
崎
学
公
開
講
座

第
一
部
発
表
要
旨

唐
絵
目
利
渡
辺
家
と
そ
の
後

�

原
田
　
博
二

一
、
唐
絵
目
利
渡
辺
家（
渡

辺
秀
詮
、
同
秀
実〔
鶴
洲
〕、

同
秀
乾
）

　

唐
絵
目
利
は
、
元
禄
一
〇 

年（
一
六
九
七
）に
初
め
て
設 

け
ら
れ
、
渡
辺
家
の
初
代
秀

石
（
一
六
四
二
～
一
七
〇
五 

）
が
任
じ
ら
れ
た
。
唐
絵
目 

利
は
、
地
役
人
の
一
つ
で
、

将
軍
家
が
購
入
す
る
舶
載
絵

画
の
真
贋
、
さ
ら
に
は
価
格

な
ど
を
評
価
す
る
役
職
で
あ 

っ
た
。

　

唐
絵
目
利
は
、
世
襲
制
で
、

当
初
、
渡
辺
家
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
後
に
石
崎
家
、
広
渡

家
、
さ
ら
に
は
荒
木
家
が
加

わ
り
、
四
家
と
な
っ
た
。

　

渡
辺
家
は
、
唐
絵
目
利
の

名
門
で
、
初
代
秀
石
以
来
、

二
代
秀
朴
、
三
代
元
周
、
四

代
秀
渓
、
五
代
秀
彩
、
六
代

秀
詮
、
七
代
秀
実（
鶴
洲
）、

八
代
喜
代
次
郎
と
続
い
た
。

　

渡
辺
秀
詮
（
一
七
四
三
～ 

一
八
二
四
）は
、通
称
を
吉
十

郎
、
正
助
、
自
適
斎
と
号
し

た
。
渡
辺
秀
彩
の
養
子
と
な 

り
、
渡
辺
家
を
相
続
し
た
。

秀
詮
も
唐
絵
目
利
を
勤
め
、

虎
の
絵
を
最
も
得
意
と
し
た

の
で
、「
虎
の
吉
十
郎
」と
呼

ば
れ
た
。

　

古
賀
十
二
郎
先
生
は
、
そ

の
著『
長
崎
画
史
彙
伝
』（
大

正
堂
書
店　

昭
和
五
七
年
刊
、 

以
下
、『
画
史
彙
伝
』と
記
述
） 

の
渡
辺
秀
詮
の
項
に
「
秀
詮

は
、
初
め
石
津
辰
三
郎
と
称

し
て
い
た
や
う
で
あ
る
。
そ 

れ
は
、
元
文
元
丙
辰
年
の
生 

ま
れ
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ 

う
。」「
文
政
七
甲
申
年
五
月 

二
十
九
日
逝
く
。
得
年
八
十 

九
。（
略
）」と
あ
る
が（
二
六

頁
・
二
七
頁
）、
後
述
す
る

よ
う
に
『
今
魚
町
宗
旨
改
踏 

絵
帳
』（
以
下
、『
踏
絵
帳
』と

記
述
）に
よ
れ
ば
、
秀
詮
は
、

寛
保
三
年（
一
七
四
三
）の
生

ま
れ
で
、文
政
七
年（
一
八
二

四
）
五
月
二
九
日
に
八
二
歳

で
死
没
し
て
い
る
。　

　

渡
辺
鶴
洲
（
秀
実
・
一
七

八
八
～
一
八
三
一
）は
、
秀

詮
の
子
で
、
通
称
を
常
次
、

字
を
元
成
、
号
を
鶴
洲
、
ほ

か
に
も
親
仁
堂
主
人
、
居
易

堂
主
人
と
号
し
た
。
享
和
二

年（
一
八
〇
二
）唐
絵
目
利
と

な
る
。
古
賀
先
生
は
、
そ
の

著『
画
史
彙
伝
』で「
天
保
元

庚
寅
年
九
月
二
十
六
日
を
以

て
捐
館
す
。
得
年
五
十
三
」
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と
記
述
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
実
際
は
天

保
二
年
（
一
八
三
一
・
月
日

は
不
明
）
に
死
没
、
五
四
歳

で
あ
っ
た
。

二
、『
今
魚
町
宗
旨
改
踏
絵
帳
』

（
江
崎
家
所
蔵
）　
　

 

　
『
今
魚
町
宗
旨
改
踏
絵
帳
』 

は
、時
期
に
よ
っ
て『
今
魚
町

元
来
宗
旨
改
踏
絵
帳
』、『
今

魚
町
中
宗
旨
改
踏
絵
帳
』
な 

ど
と
よ
ば
れ
、
延
享
二
年（

一
七
四
五
）
か
ら
元
治
二
年

（
一
八
六
五
）ま
で
の
六
八
冊

が
現
存
。
現
在
ま
で
ま
と
ま 

っ
た
踏
絵
帳
と
し
て
は
、『
桶

屋
町
宗
旨
改
踏
絵
帳
』
の
み

で
あ
っ
た
の
で
、こ
の『
今
魚

町
宗
旨
改
踏
絵
帳
』
は
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。

　

踏
絵
帳
は
、
正
月
に
各
町

で
行
わ
れ
た
踏
絵
の
台
帳（

唯
一
の
戸
籍
）で
、踏
絵
の
制

度
化
と
と
も
に
作
成
整
備
さ

れ
た
。
実
際
に
踏
絵
が
行
わ 

れ
た
の
は
、安
政
四
年（
一
八

五
七
）ま
で
で
同
五
年（
一
八

五
八
）
か
ら
廃
止
さ
れ
た
が
、

踏
絵
帳
の
作
成
は
、「
踏
絵
」

の
文
字
を
削
除
、
そ
の
後
も

『
宗
旨
改
帳
』の
名
称
で
継
続

さ
れ
、
明
治
に
至
っ
た
。

　

踏
絵
の
当
日
、
町
内
全
世

帯
の
家
族
構
成
、
年
齢
、
宗

旨
、
檀
那
寺
、
犯
罪
歴
な
ど

が
記
載
さ
れ
た
踏
絵
帳
を
台

帳
に
し
て
乙
名
と
二
人
の
組

頭
の
監
視
の
も
と
踏
絵
が
行

わ
れ
、
踏
ん
だ
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
と
、
日
行
使
は
予
め

預
か
っ
て
い
た
印
鑑
を
踏
絵

を
踏
ん
だ
人
の
名
前
の
下
に

捺
し
た
。

川
原
慶
賀
筆
「
踏
絵
図
」

ラ
イ
デ
ン
世
界
博
物
館
所
蔵

　

踏
絵
が
終
わ
る
と
、
乙
名

は
、
日
行
使
に
命
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
檀
那
寺
の
印
鑑
を
取

り
、
記
載
内
容
、
印
鑑
等
に

漏
れ
が
な
い
か
な
ど
確
認
、

異
状
が
な
け
れ
ば
、
踏
絵
帳

を
正
月
の
末
日
ま
で
に
長
崎

奉
行
所
に
提
出
し
た
。

　

長
崎
奉
行
所
で
は
、
惣
町

七
七
か
町
、
両
町
二
か
町
の

合
計
七
九
冊
、
さ
ら
に
は
寺

社
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ
た
踏

絵
帳
を
精
査
、
内
容
に
異
状

が
な
け
れ
ば
、
踏
絵
帳
を
速

や
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
返

却
し
た
。

　

返
却
さ
れ
た
町
で
は
、
そ

の
踏
絵
帳
を
そ
の
年
一
年
の

戸
籍
の
台
帳
と
し
て
使
用
、

死
没
者
が
あ
れ
ば
●
印
を
名

前
に
つ
け
、
誕
生
が
あ
れ
ば

「
名
前
」を
記
入
、
転
入
、
転

出
が
あ
れ
ば
、「
何
処
何
処
町

よ
り
入
」と
か「
何
処
何
処
町

へ
出
ス
」と
か
朱
書
き
で
記

入
し
た
り
、
紙
を
貼
っ
た
り
、

付
箋
を
つ
け
た
り
し
た
の
で
、

年
末
に
な
る
と
、
●
印
や
書

き
込
み
、
付
箋
な
ど
で
一
杯

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
踏
絵
帳

を
整
理
、
浄
書
本
を
作
成
、

こ
れ
を
新
年
の
踏
絵
の
台
帳
、

さ
ら
に
は
そ
の
一
年
の
戸
籍

の
台
帳
と
し
て
使
用
し
た
。

三
、『
踏
絵
帳
』に
見
る
渡
辺

秀
詮
、
同
鶴
洲
、
同
秀
乾

　

吉
十
郎
こ
と
渡
辺
秀
詮
と 

そ
の
家
族
が『
踏
絵
帳
』に
登 

場
す
る
の
は
安
永
二
年
（
一 

七
七
三
）か
ら
で
あ
る
。

（
１
）安
永
三
年（
一
七
七
四
） 

『
踏
絵
帳
』

浄
土
宗
大
音
寺
印

歳
三
拾
壱�

渡
邊
吉
十
郎
印

　

こ
の
年
、
秀
詮
は
、
三
一

歳
と
あ
る
の
で
、
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）の
生
ま
れ
で
あ

る
。

　

秀
詮
の
家
族
は
、秀
詮（
三

一
歳
）、
女
房（
妻
・
二
四
歳
）

長
女
ひ
で（
六
歳
）、
二
女
よ

し（
二
歳
）、
母（
六
三
歳
）の

五
人
家
族
で
、
宗
旨
・
檀
那

寺
は
、
秀
詮
、
女
房
、
娘
の

ひ
で
、
よ
し
は
、
石
津
家
と

同
様
、
浄
土
宗
大
音
寺
、
母

だ
け
が
渡
辺
家
と
同
様
一
向

宗
の
深
崇
寺
檀
家
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
秀
詮
は
、

寛
保
三
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
は
、
古
賀
先
生

は
、
そ
の
著『
画
史
彙
伝
』で
、

秀
詮
は
「
本
姓
石
津
氏
、
渡

辺
氏
の
養
嗣
と
な
る
。」と
記

述
し
て
お
ら
れ
る
が
（
二
四

頁
）、石
津
氏
を
秀
詮
の
本
姓

と
す
る
論
拠
は
何
で
あ
ろ
う

か
。

　
『
踏
絵
帳
』の
残
存
状
態
が

良
く
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推

測
で
あ
る
が
、
秀
詮
は
、
石

津
伊
平
次
の
二
男
で
、
渡
辺

家
の
養
嗣
子
と
な
り
、
同
家

を
相
続
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
深
崇
寺
檀
家
の

母
な
る
女
性
は
、
渡
辺
家
の

女
性
で
、
秀
詮
ら
と
の
血
の

繋
が
り
等
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
秀
詮
は

こ
の
時
点
で
は
渡
辺
家
を
相

続
し
た
と
い
っ
て
も
、
唐
絵

目
利
に
は
任
じ
ら
れ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
正
式
に
任
じ
ら
れ

た
の
は
、
宗
旨
・
檀
那
寺
を

渡
辺
家
と
同
様
、
一
向
宗
深

崇
寺
に
替
わ
っ
て
か
ら
で
あ 

っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
当
時
の
女
性
は
、

未
婚
の
間
は
名
前
が
平
仮
名

で
書
か
れ
た
が
、
結
婚
す
る

と
、「
女
房
」と
の
み
書
か
れ
、

名
前
は
書
か
れ
な
か
っ
た
。

　

と
い
う
の
は
、
当
時
は
踏

絵
帳
な
ど
公
文
書
に
は
、
女

性
は
、
未
婚
の
時
は
名
前
を

平
仮
名
で
書
い
た
が
、
結
婚

す
る
と
、「
誰
々
の
女
房
」、夫

が
死
没
す
る
と「
誰
々
の
後

家
」と
書
い
た
。
こ
の「
女
房

」
と
「
後
家
」が
当
時
の
女
性

の
社
会
的
地
位
を
表
し
た
の

で
あ
る
。

（
２
）安
永
七
年（
一
七
七
八
）

『
踏
絵
帳
』

一
向
宗
深
崇
寺
印

歳
三
拾
六�

渡
邊
吉
十
郎
印

同
弐
拾
九�

●
同
女
房
印

同
三
ツ�

同
も
ん
印

�

「
出
生
常
次
」

同
六
拾
八�

母
印

　

秀
詮
は
、
い
つ
の
こ
と
か

不
明
で
あ
る
が
、
宗
旨
を
浄

土
宗
か
ら
一
向
宗
に
、
檀
那

寺
も
大
音
寺
か
ら
渡
辺
家
の

菩
提
寺
深
崇
寺
に
替
え
、
さ

ら
に
は
借
屋
人
か
ら
箇
所
持

町
人
に
な
っ
て
い
る
。
な
お

こ
の
年
、
長
男
の
常
次
こ
と

鶴
洲
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、

女
房
が
死
没
し
て
い
る
。
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こ
の
年
、
鶴
洲
は
、
本
宅

を
売
却
、
妹
は
る
と
と
も
に

乾
が
居
住
し
て
い
た
竹
森
要

左
衛
門
の
借
屋
に
居
住
、
箇

所
持
町
人
か
ら
借
屋
人
に
身

を
落
し
た
。

（
10
）天
保
二
年（
一
八
三
一
） 

『
踏
絵
帳
』

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

歳
五
拾
四　

病
死�

�

渡
邊
鶴
洲
印

同
四
拾
五�

妹
は
る
印

　

こ
の
年
、
鶴
洲
が
五
四
歳

で
没
し
た
。
鶴
洲
の
高
弟
荒

木
千
洲
が
著
し
た
「
續
長
崎

畫
人
傳
草
稿
」（
坂
崎
坦
編
『

日
本
絵
画
論
大
系
四
』
名
著

普
及
会
一
九
八
〇
年
刊
）
に

「（
鶴
洲
は
）天
保
元
年［
庚
寅

］九
月
卒
、
時
年
五
十
三
歳
」

と
あ
り（
三
七
頁
）、
さ
ら
に

は
深
崇
寺
の
渡
辺
家
墓
地
内

の
鶴
洲
の
墓
碑
に
も
「
天
保

元
年
歳
次
庚
寅
九
月
廿
六
日

」と
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
古
賀
先
生
は
、
そ

の
著『
画
史
彙
伝
』で
「
天
保

元
庚
寅
年
一
八
三
〇
年
九
月

二
十
六
日
を
以
て
捐
館
す
。

得
年
五
十
三
」
と
記
述
さ
れ

て
お
ら
れ
る
が
、
天
保
二
年

（
一
八
三
一
）の『
踏
絵
帳
』の

鶴
洲
の
項
に
印
が
あ
る
の
で
、

鶴
洲
は
少
な
く
と
も
天
保
二

年
正
月
四
日
に
今
魚
町
で
踏

編『
日
本
絵
画
論
大
系
四
』名

著
普
及
会
一
九
八
〇
年
三
一

頁
）に「
文
政
七
年［
甲
申
］五

月
二
十
九
日
、時
年
八
十
九
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に

秀
詮
の
没
年
は
八
九
歳
と
信

じ
ら
れ
、『
長
崎
畫
人
傳
』を

引
用
さ
れ
た
古
賀
先
生
も
そ

の
著
『
画
史
彙
伝
』で「
得
年

八
十
九
」
と
記
述
し
て
お
ら

れ
る
が
（
二
七
頁
）、
そ
れ

は
誤
り
で
あ
る
。

　

な
お
秀
詮
の
項
に
「
渡
邊

鶴
洲
」
の
貼
紙
が
あ
る
こ
と

か
ら
秀
詮
の
跡
は
鶴
洲
が
相

続
、以
後
、妹
は
る
と
同
居
、乾

は
今
ま
で
ど
お
り
竹
森
茂
三 

二
の
借
屋
に
一
人
居
住
し
た
。

（
８
）
文
政
一
二
年（
一
八
二 

九
）『
踏
絵
帳
』

歳
五
拾
弐�

渡
邊
鶴
洲
印

同
四
拾
三�

妹
は
る
印

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

歳
弐
拾
壱　

病
死�

乾
印

　

こ
の
年
、
乾
が
二
一
歳
の

若
さ
で
病
没
、
将
来
を
託
し

て
い
た
だ
け
に
鶴
洲
の
嘆
き

は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。

（
９
）
文
政
一
三
年（
一
八
三 

〇
）『
踏
絵
帳
』

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

歳
五
拾
三�

渡
邊
鶴
洲
印

同
四
拾
四�

妹
は
る
印

（
３
）天
明
三
年（
一
七
八
三
）

『
踏
絵
帳
』

一
向
宗
深
崇
寺
印

歳
四
拾
壱�

渡
邊
吉
十
郎
印

禅
宗
永
昌
寺
印�

同
弐
拾
五　
　
　

�

同
女
房
印

同
六
ツ�
子
常
次
印

�

「
生　

源
蔵
」

　

秀
詮
は
、
い
つ
の
こ
と
か

不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
年
二

五
歳（
宗
旨
は
禅
宗
永
昌
寺
）

の
女
性
と
再
婚
、
こ
の
年
二

男
源
蔵
が
、天
明
七
年（
一
七

八
七
）
五
女
は
る
が
生
ま
れ

て
い
る
。

（
４
）享
和
二
年（
一
八
〇
二
）

『
踏
絵
帳
』

歳
六
壱
拾�

渡
邊
正
助
印

同
弐
拾
八�

娘
よ
し
印

同
拾
六�

同
は
る
印

　

石
津
七
郎
次
借
屋（
Ｂ
）

同
弐
拾
五�

渡
邊
常
次
印

　

こ
の
年
、
秀
詮
は
、
二
女

よ
し
、
五
女
は
る
と
同
居
、

長
男
常
次
は
、
身
内
で
あ
る

石
津
七
郎
次
の
借
屋（
Ｂ
）に

別
居
、
借
屋
人
と
な
っ
た
。

（
５
）文
化
六
年（
一
八
〇
九
）

『
踏
絵
帳
』

歳
六
拾
七�

渡
邊
自
適
斎
印

同
弐
拾
三�

娘
は
る
印

　

渡
邊
自
適
斎
借
屋（
Ｂ
）

同
三
拾
弐�

渡
邊
常
次
印

恵
美
酒
町
ヨ
リ
入

同
拾
九�

同
女
房
印

�

右
同
町
エ
出

　

こ
の
年
、
常
次
こ
と
鶴
洲 

は
、一
九
歳
の
女
性
と
結
婚
、 

男
児
乾（
後
の
秀
乾
）が
生
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
結
婚
の
時

期
は
、文
化
五
年（
一
八
〇
八 

）の『
踏
絵
帳
』の
渡
辺
常
次

の
項
に
は
、
結
婚
に
関
す
る 

記
載
は
一
切
な
い
が
、
こ
の

年
の『
踏
絵
帳
』の
常
次
の
項

に
は
、「
浄
土
宗
聖
徳
寺
印　

同
拾
九　

同
女
房
」と
記
載

さ
れ
、
さ
ら
に
は
印
も
あ
る

の
で
、
正
月
四
日
ま
で
に
は

結
婚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。　
　

　

な
お
書
き
込
み
に
よ
る
と
、 

い
ず
れ
も
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
、
恵
美
酒
町
よ
り
転
入
、 

同
町
に
転
出
し
て
い
る
の
で
、 

恵
美
酒
町
に
住
居
の
女
性
で

あ
っ
た
。
以
後
、
鶴
洲
は
長 

男
乾
と
同
居
、
享
和
二
年
（ 

一
八
〇
二
）
か
ら
は
石
津
七

郎
次
の
、文
化
六
年（
一
八
〇

九
）
当
時
は
自
適
斎
こ
と
秀

詮
の
、同
一
四
年（
一
八
一
七

）
か
ら
は
竹
森
真
右
衛
門
の

借
屋
に
居
住
し
て
い
る
。

（
６
）
文
化
一
四
年（
一
八
一

七
）『
踏
絵
帳
』

歳
七
拾
五�

渡
邊
自
適
斎
印

同
三
拾
壱�

娘
は
る
印

　

竹
森
真
右
衛
門
借
屋

歳
四
拾�

渡
邊
鶴
洲
印

同
九
ツ�

悴
乾
印

（
略
）

　

上
田
傳
左
衛
門
借
屋（
Ａ
）

歳
三
拾
七�

長
八
印

同
拾
三�

娘
か
ね
印

三
ツ�

悴
栄
吉
印

同
五
拾�

家
内
し
け
印

　

上
田
傳
左
衛
門
借
屋（
Ｂ
）

同
三
拾
弐�

た
ね
印

　

秀
詮
の
借
屋
が
Ａ
、
Ｂ
と

も
上
田
傳
左
衛
門
の
名
義
に

な
っ
て
い
る
。
秀
詮
は
、
文

化
一
四
年（
一
八
一
七
）に
こ

れ
ら
の
借
屋
を
長
八
家
族
居

住
の
ま
ま
町
内
の
箇
所
持
町

人
上
田
傳
左
衛
門
に
売
却
し

た
の
で
あ
る
。

（
７
）文
政
七
年（
一
八
二
四
）

『
踏
絵
帳
』

貼
紙
「
歳
四
拾
八　

渡
邊
鶴

洲
」

「
五
月
廿
九
日
病
死
」

�

渡
邊
自
適
斎
印

同
三
拾
八�

妹
は
る
印

　

竹
森
茂
三
二
借
屋

同
四
拾
七�
渡
邊
鶴
洲
印

同
拾
六�
子
乾
印

　

こ
の
年
の
五
月
二
九
日
秀

詮
が
八
二
歳
で
病
没
し
た
。

深
崇
寺
の
渡
辺
家
墓
地
内
の

秀
詮
の
墓
碑
に
は
没
年
が
刻

ま
れ
て
な
い
。
鶴
洲
が
著
し

た「
長
崎
畫
人
傳
」（
坂
崎
坦
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絵
を
踏
む
ま
で
は
存
命
で
あ 

っ
た
。

（
11
）天
保
三
年（
一
八
三
二
）

『
踏
絵
帳
』

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

（
朱
）本
下
町
ヨ
リ
入

�

法
華
宗
長
照
寺
印

歳
拾
弐�

渡
邊
喜
代
次
郎
印

同
四
拾
六�

伯
母
は
る
印

　

こ
の
年
、
本
下
町
の
渡
辺

喜
代
次
郎（
一
二
歳
）が
は
る

の
借
屋
に
転
入
、
以
後
、
は

る
と
同
居
し
た
。

　

喜
代
次
郎
に
つ
い
て
は
、

『
慶
応
元
年
調
査
明
細
分
限

帳
』（
以
下
、『
明
細
帳
』と
記

述
）に「（
略
）喜
代
次
郎
儀
天

保
二
卯
年
唐
絵
目
利
相
続
被

仰
付
当
丑
年
迄
三
十
五
年
相

勤
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
鶴
洲
の
没
後
、
そ
の

跡
を
相
続（
渡
辺
家
八
代
）、

天
保
二
年（
一
八
三
一
）唐
絵

目
利
に
任
じ
ら
れ
た
。　

　

喜
代
次
郎
は
、『
明
細
帳
』

に
よ
れ
ば
慶
応
元
年
（
一
八

六
五
）
は
四
九
歳
と
あ
る
が
、

文
政
四
年（
一
八
二
一
）の
生

ま
れ
で
あ
る
の
で
、
実
際
は

四
四
歳
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で『
踏
絵
帳
』に
は
、 

は
る
は「
伯
母
」と
記
載
さ
れ 

て
い
る
。
し
か
し
、
古
賀
先

生
は
、
そ
の
著『
画
史
彙
伝
』

の
渡
辺
秀
彩
の
項
で「（
喜
代

次
郎
は
）
鮫
目
利
頭
取
富
田

惣
太
夫
の
子
、
渡
辺
家
の
養

嗣
と
な
る
。（
略
）鶴
洲
の
後

を
承
け
て
、
唐
絵
目
利
と
な

る
。
明
治
三
庚
午
（
一
八
七

〇
）
二
十
六
日
を
以
て
捐
館

す
。
得
年
五
十
歳
。」と
記
述

し
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
考
え
る
に
、
こ
の

渡
辺
家
の
養
嗣
と
あ
る
が
、

実
態
は
久
離
義
絶
で
あ
ろ
う
。

（
12
）天
保
七
年（
一
八
三
六
）

『
踏
絵
帳
』

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

（
朱
）西
中
町
ェ
出

歳
拾
六�
渡
邊
喜
代
次
印

　

こ
の
年
、
喜
代
次
郎
が
西

中
町
に
転
出
、
以
後
、
竹
森

要
左
衛
門
の
借
屋
に
は
は
る

が
一
人
居
住
し
た
。

　
　
　
　

 

（
13
）
天
保
一
三
年（
一
八
四 

二
）『
踏
絵
帳
』

　

竹
森
要
左
衛
門
借
屋

（
朱
）十
一
月
長
崎
村
ェ
出

歳
五
拾
六�

は
る
印

　

こ
の
年
の
一
一
月
、
長
年

居
住
し
た
今
魚
町
に
別
れ
を

告
げ
た
は
る（
五
六
歳
）は
、

長
崎
村
に
転
出
、
そ
の
後
の

こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
地
で
人
知
れ
ず
亡
く
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
回
長
崎
学
公
開
講
座

第
二
部
発
表
要
旨

旧
制
県
立
長
崎
工
業
学
校
と

そ
の
歴
史（
戦
前
編
）

�

今
泉
　
　
宏

　

昭
和
初
期
、
日
中
の
対
立

が
激
し
さ
を
増
す
中
、
国
内

で
は
軍
需
産
業
が
盛
ん
に
な

り
、
長
崎
県
に
お
い
て
は
、

造
船
、
電
機
、
製
鋼
、
兵
器

な
ど
の
工
場
が
五
〇
〇
近
く

に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
下
、
中
堅
工
業
技
術

者
の
養
成
が
急
務
と
な
り
、

工
業
学
校
設
立
の
機
運
が
民

間
か
ら
高
ま
っ
た
。

　

昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五 

）通
常
県
会
で
、田
中
廣
太
郎

県
知
事
が
実
業
学
校
新
設
を

表
明
、翌
一
一
年（
一
九
三
六

）八
月
に
は
、長
崎
市
と
佐
世

保
市
が
工
業
学
校
誘
致
に
名

乗
り
を
あ
げ
た
。

　

長
崎
市
は
、
県
立
工
業
学

校
新
築
費
の
う
ち
三
万
円
を

負
担
。
さ
ら
に
男
子
師
範
学

校
の
移
転
に
伴
い
、
不
要
と

な
る
桜
馬
場
町
の
師
範
学
校

跡
地
を
二
〇
万
円
で
県
か
ら

買
い
取
る
こ
と
で
、
誘
致
を

優
位
に
進
め
た
。

　

一
方
佐
世
保
市
は
、
県
立

佐
世
保
中
学
校
の
改
築
移
転

工
事
の
一
二
万
五
千
円
を
負

担
。
さ
ら
に
佐
世
保
中
学
校

跡
に
工
業
学
校
を
開
設
し
、

そ
の
設
備
費
七
万
五
千
円
を

負
担
す
る
こ
と
で
誘
致
に
名

乗
り
を
あ
げ
た
。

　

当
初
、
長
崎
市
に
工
業
学

校
を
設
立
す
る
方
針
で
あ
っ

た
田
中
知
事
も
、
両
市
が
負

担
す
る
と
い
う
条
件
で
急
転

直
下
、
二
校
同
時
開
校
を
決

定
し
た
。

　

昭
和
一
二
年（
一
九
三
七
）

四
月
、
県
立
長
崎
工
業
学
校

は
、
丸
尾
町
の
県
立
水
産
学

校
跡
を
仮
校
舎
と
し
て
開
校

し
た
。
設
置
学
科
は
、
応
用

化
学
科
四
〇
名
、
造
船
科
二 

〇
名
、
木
材
工
芸
科
四
〇
名
。

入
学
資
格
は
、
小
学
校
尋
常

科（
六
年
制
）卒
、
修
業
年
限

は
五
年
で
あ
っ
た
。

　

最
初
の
入
学
試
験
は
、
四

月
一
七
、
一
八
日
県
立
瓊
浦

中
学
校
で
行
わ
れ
、
定
員
一 

〇
〇
名
に
対
し
て
四
六
六
人

が
受
験
し
た
。
四
月
二
九
日

第
一
回
入
学
式
、
開
校
式
が

挙
行
さ
れ
、
本
県
に
お
け
る

工
業
教
育
が
始
ま
っ
た
。

　

昭
和
一
五
年（
一
九
四
〇
）

長
崎
市
上
野
町
に
念
願
の
新

校
舎
が
完
成
、
移
転
し
た
。

長崎工業学校跡の碑
（現長崎南山高等学校）

　

同
年
に
は
、
入
学
資
格
小

学
校
高
等
科（
二
年
制
）卒
、

修
業
年
限
二
年
の
第
二
本
科

が
新
設
さ
れ
、
応
用
化
学
科

四
〇
人
が
新
た
に
入
学
し
た
。

　

そ
の
後
、
夜
間
に
授
業
を

行
う
第
三
本
科
も
新
設
さ
れ 

る
な
ど
、昭
和
二
〇
年（
一
九

四
五
）
ま
で
に
一
五
学
科
が

設
置
さ
れ
た
。

　

教
育
課
程
は
、
国
語
、
地

理
歴
史
、
代
数
幾
何
な
ど
の 

普
通
教
科
の
他
、用
器
画（
設 

計
）
や
各
専
門
教
科
で
あ
っ 

た
。
昭
和
一
六
年
（
一
九
四

一
）に
な
る
と
、軍
事
教
練
が

正
課
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、

配
属
将
校
が
派
遣
さ
れ
る
な

ど
、
学
校
に
お
い
て
も
軍
事

色
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

参
考
文
献『
創
立
五
十
周
年
記
念

誌
』長
崎
工
業
高
等
学
校
育
友
会
・

同
窓
会 

昭
和
六
三
年

木材工芸科実習（グライダー製作）
『創立五十周年記念誌』より


